
平
成

年
第

回
（

月
）
定

例
会
で
は
、
市
長
か
ら
提
案
さ
れ

た
議
案

件
、
委
員
会
提
出
議
案

件
の
計

件
の
議
案
が
上
程
さ

れ
ま
し
た
。

定
例
会
初
日
に
は

議
案
が
上

程
さ
れ
、
委
員
会
提
出
議
案

件

は
初
日
に
審
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
可

決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
セ
ン

タ
ー
の
設
置
に
関
す
る
条
例
な
ど

の

議
案
は
、

月

日
か
ら

日
ま
で
の
各
常
任
委
員
会
に
お
い

て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

月

日
に
は
、
定
例
会
初
日

市議会だより 第 号（平成 年 月 日発行）

に
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

案
件
に
つ
い
て
各
委
員
長
の
報

告
、
討
論
、
採
決
を
行
い
、
す
べ

て
提
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、

交
渉
に
反
対

す
る
意
見
書
を
提
出
す
る
委
員
会

提
出
議
案
が
追
加
提
案
さ
れ
、
審

議
の
結
果
、
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

公
民
館
が
地
域
セ
ン
タ
ー
に
変
更

地
域
セ
ン
タ
ー
が
住
民
自
治
組
織
の
拠
点
に

平成 年
第 回定例会
平成 年
第 回定例会第 回定例会で議決した案件

条例案 件
予算案 件
その他 件
委員会提出議案 件

第 回定例会の日程

月 日（ 日目） 開会、会期の決定、議案説明、
議案付託（常任委員会）、委員
会提出議案採決【原案可決】

月 日（ 日目） 一般質問
月 日 付託議案の常任委員会
月 日（ 日目） 常任委員長報告─議案採決【原

案可決】、委員会提出議案採決
【否決】、閉会

【総務委員会付託案件】

【文教厚生委員会付託案件】

・財産の取得

原案
可決

・東広島市地域センター条例の制定
反対討論

・東広島市火災予防条例の一部改正

・東広島市使用料条例の一部改正

原案
可決

・東広島市立学校設置条例の一部改正

・東広島市視聴覚ライブラリー設置条例の一部改正

・東広島市公民館設置及び管理条例等の一部改正
反対討論

公民館が地域センターとな
り、地域の自治組織が指定管理
者となることで、予算を減額し
やすくなることが考えられる。
また、先進地では、自治組織の

会長職は、大変多忙で責任も大
きく、退職する事例も出ており、
市民協働が後退する事態となる
と推測されるため、反対する。

人口の少ない地域では満足度
が高いと思うが、人口の多い地
域では市民ニーズに応え切れな

いものと考えられ、人件費も下
がり、トラブルも多く発生する
と想定でき、反対とする。
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【市民経済委員会付託案件】

・財産の無償貸付け
賛成討論

原案可決
土地を無料貸付する流通センター

は、地域経済の中核として出発したが、

流通経路の変化などにより、経営が苦
しいため、市民に十分説明することを
要望した上で、賛成する。

【建設委員会付託案件】

・公の施設の指定管理者の指定 原案可決

平成 年度一般会計補正予算（第 号）を可決しました
（総務委員会付託）
補正額 億 万 千円増 補正後の総額 億 万 千円

（主な補正内容）
・総務費（情報通信基盤整備における電柱建替え負担金等） 万 千円増
・民生費（生活保護費や障害者福祉の費用等） 億 万 千円増
・衛生費（子宮頸がん、細菌性髄膜炎予防ワクチン接種費用等） 万 千円増
・土木費（道路舗装や交通安全施設整備における工事請負費等） 万 千円減

反対討論
ワクチン接種の無料化など、前進した面もあ

るが、職員給与の削減により、経済の活性化に
水を差すような事態となる。また、学校給食セ

ンターの民間業務委託は、派遣労働の法律が不
完全で、違法業者のことが社会問題となってい
る現状では、公的責任を後退させるもので、認
められない。

年度末まで、 か月を残しているのに、
なぜ、工事請負費を減額するのか。
市民要望が増加し、対応ができないもの

もあるため、工事請負費から委託料への内

容更正を行い、早急に対応できる部分から
進めたい。

【意見】
ワクチン接種の事業では、対象年齢、期間
等の内容を確実に周知してほしい。

委員会での主な意見・質疑応答委員会での主な意見・質疑応答

平成 年度特別会計補正予算を可決しました

平成 年度東広島市水道事業会計補正予算（第 号）を可決しました（建設委員会付託）

区 分 補 正 額 補正後の総額
収益的収入及び支出 支 出 万 千円減 億 万 千円

資本的収入及び支出
収 入 万円増 億 万 千円
支 出 万 千円増 億 万 千円

区 分 補 正 額 補正後の総額

会計名（補正回数） 補正額 補正後の総額 付託委員会
公共下水道事業（ ） 万円増 億 万 千円

建設
寺家地区土地区画整理事業（ ） 財源及び内容更正 億 万 千円
国民健康
保険（ ）

事業勘定 万 千円増 億 万 千円

文教厚生
直営診療施設勘定 万円減 万 千円

後期高齢者医療（ ） 万円減 億 万 千円

介護保険（ ）
保険事業勘定 万 千円減 億 万 千円
介護サービス事業勘定 万 千円増 万 千円

会計名（補正回数） 補正額 補正後の総額 付託委員会



委
員
会
提
出
議
案

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を

堅
持
・
拡
充
し
、
教
育
予
算
の

充
実
を
求
め
る
意
見
書【
可
決
】

国
庫
負
担
を
堅
持
し
、
国
負

担
率

分
の

に
す
る
こ
と
。

地
方
交
付
税
を
含
む
国
の
予

算
を
拡
充
す
る
こ
と
。

教
職
員
定
数
改
善
計
画
を
実

施
す
る
こ
と
。

子
宮
頸
が
ん
を
予
防
す
る
ワ
ク

チ
ン
接
種
の
公
費
助
成
及
び
受

診
率
向
上
対
策
の
充
実
を
求
め

る
意
見
書
【
可
決
】

国
に
よ
る
全
国
一
律
の
公
費

負
担
ま
た
は
公
的
医
療
保
険
制

度
の
適
用
を
図
る
こ
と
。

補
助
制
度
を
拡
充
さ
せ
、
普

及
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
年
金
制
度
の

確
立
を
求
め
る
意
見
書【
可
決
】

持
続
可
能
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
公
的
年
金
制
度
を
確
立
さ
せ
る

た
め
、
抜
本
的
な
年
金
制
度
改
革

を
強
く
要
請
す
る
。

委
員
会
提
出
議
案

市議会だより 第 号（平成 年 月 日発行）

交
渉
に
反
対
す
る
意
見

書
【
否
決
】

関
税
撤
廃
が
原
則
の

交
渉
に
は
参
加
し
な
い
こ
と
。

各
国
・
地
域
と
の

・

交
渉
に
お
い
て
は
、
食

料
自
給
率
、将
来
の
食
料
需
給
、

国
土
の
保
全
等
に
配
慮
し
、
農

林
水
産
物
の
例
外
品
目
の
確

保
、
十
分
な
国
内
対
策
等
、
国

内
の
関
係
品
目
に
影
響
が
生
じ

な
い
よ
う
対
応
す
る
こ
と
。

賛
成
討
論

・
食
料
自
給
率
は
低
下
し
、
農
林

漁
業
等
に
被
害
が
及
ぶ
た
め
、

に
参
加
す
べ
き
で
な
い
。

・
多
面
的
機
能
を
持
つ
農
業
に
極

め
て
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
た

め
、
慎
重
に
対
応
す
べ
き
だ
。

・
本
市
の
産
業
構
造
を
鑑
み
、
地

域
を
守
る
と
い
う
意
味
で
、
反
対

す
る
意
見
書
を
出
す
べ
き
だ
。

反
対
討
論

・
国
の
農
業
政
策
に
疑
問
は
あ
る

が
、
地
方
公
共
団
体
が
反
対
意
見

を
出
す
の
は
、時
期
尚
早
で
あ
る
。

・
農
業
へ
の
影
響
は
あ
る
が
、
利

害
関
係
者
の
圧
力
で
国
政
を
歪
め

る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
圧
力
団
体

に
屈
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、

あ
え
て
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。

財
産
の
取
得

消
防
庁
舎
の
用
に
供
す
る
土
地

を
買
い
入
れ
る
も
の

・
土
地西

条
町
助
実

番

の
田
ほ
か

筆

・
面
積

万

・

・
取
得
価
格

億

万

円

・
契
約
の
相
手
方

東
広
島
市
土
地
開
発
公
社

【
全
会
一
致
で
可
決
】

地
域
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定

地
域
づ
く
り
活
動
拠
点
の
確

保
、
市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
、
地
域
住
民
に
よ
る
自
治
の

支
援
を
図
る
た
め
、
新
た
に
地
域

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
そ
の
業
務

範
囲
と
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

住
民
自
治
協
議
会
が
地
域

セ
ン
タ
ー
を
事
務
所
と
し
て
使
用

す
る
場
合
、
指
定
管
理
者
と
な
る

し
か
方
法
は
な
い
の
か
。

指
定
管
理
者
と
な
る
の
が

難
し
け
れ
ば
、
直
営
と
す
る
が
、

地
域
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
な
れ

ば
お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

市
内
の
公
民
館
が
地
域
セ

ン
タ
ー
化
さ
れ
る
が
、
下
黒
瀬
公

民
館
が
外
れ
て
い
る
理
由
は
。

建
築
年
が
古
く
老
朽
化
し

て
お
り
、
施
設
も
調
理
室
と
和
室

の
み
で
事
務
室
も
な
い
。
加
え
て
、

地
元
の
声
と
し
て
、地
域
セ
ン
タ
ー

の
場
所
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
今
回
は
移
行
し
て
い
な
い
。

火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正

省
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
住

宅
用
防
災
警
報
器
等
を
設
置
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
当
該
住
宅
の
部

分
を
追
加
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

【
委
員
会
で
の
審
査
概
要
】

【
委
員
会
で
の
審
査
概
要
】
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使
用
料
条
例
の
一
部
改
正

中
央
中
学
校
の
設
置
に
伴
い
、

学
校
施
設
等
の
有
効
利
用
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
施
設

等
の
使
用
料
を
新
た
に
定
め
る
と

と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
お
う
と
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正

小
松
原
小
学
校
及
び
大
田
小
学

校
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
設
置
条

例
の
一
部
改
正

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
運
営
委

員
会
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

公
民
館
設
置
及
び
管
理
条
例
等

の
一
部
改
正

公
民
館
、
農
村
交
流
施
設
の
一

部
を
新
た
に
地
域
セ
ン
タ
ー
と
し

て
設
置
す
る
た
め
、

公
民
館
、

ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
、

社
会
教
育
施
設
の
再
編
を
目
的

に
、
中
央
・
志
和
・
安
芸
津
公
民

館
、
黒
瀬
・
豊
栄
文
化
セ
ン
タ
ー

を
新
た
に
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
と

し
て
設
置
し
、
下
黒
瀬
公
民
館
を

廃
止
す
る
も
の

【
賛
成
多
数
で
可
決
】

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

地
域
セ
ン
タ
ー
を
指
定
管

理
者
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
、

職
員
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
生
涯

学
習
の
事
業
は
で
き
る
の
か
。

指
定
管
理
者
を
導
入
す
る

予
定
の
平
成

年
ま
で
に
、
拠
点

と
な
る
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
を
通

じ
て
人
材
育
成
を
図
っ
て
い
く
。

廃
止
さ
れ
る
下
黒
瀬
公
民

館
の
今
後
の
位
置
づ
け
は
。

教
育
委
員
会
が
所
管
す
る

普
通
財
産
と
な
る
。
地
域
の
市
民

が
使
用
す
る
場
合
は
、
最
低
限
の

光
熱
費
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

財
産
の
無
償
貸
付
け

流
通
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
に
賃

貸
し
て
い
る
土
地
を
、
同
社
に
無

償
で
貸
し
付
け
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

流
通
セ
ン
タ
ー
が
黒
字
決

算
を
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、

無
償
貸
付
け
を
継
続
す
る
の
か
。

累
積
赤
字
が
約

千
万
円

程
度
あ
り
、
将
来
的
に
も
黒
字
が

見
込
め
な
い
中
、

年
毎
に
貸
付

け
を
見
直
す
中
で
検
討
し
た
い
。

将
来
的
に
は
、
整
理
す
べ

き
と
の
意
見
が
、

年
く
ら
い
前

か
ら
あ
っ
た
が
、
検
討
し
た
か
。

検
討
し
た
が
、
市
か
ら
整

理
す
る
に
は
、
セ
ン
タ
ー
内
の
企

業
へ
の
営
業
補
償
な
ど
の
問
題
が

あ
り
、早
急
に
結
論
が
出
せ
な
い
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

運
動
公
園
の
管
理
を
行
う
指
定

管
理
者
と
し
て
、ポ
ラ
ー
ノ
グ
ル
ー

プ
東
広
島
を
指
定
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

市
内
の
雇
用
や
経
済
波
及

効
果
の
考
慮
、
計
画
の
実
施
状
況

の
確
認
シ
ス
テ
ム
は
あ
る
か
。

雇
用
は
、
今
の
職
員
を
継

続
雇
用
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
外

部
委
託
は
、
市
内
業
者
の
利
用
を

要
請
し
、
毎
年
度
提
出
さ
れ
る
事

業
報
告
に
よ
り
、
市
内
業
者
の
利

用
状
況
の
確
認
や
指
導
も
行
う
。

地
元
業
者
が
受
注
し
易
い

よ
う
分
割
発
注
は
し
な
い
か
。

つ
の
施
設
と
し
て
一
体

的
に
管
理
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
市
内
業
者
も
複
数
で
グ
ル
ー

プ
を
作
れ
ば
受
注
可
能
で
あ
る
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答


